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１ 策定の趣旨                                  

 近年における超高齢社会や核家族化の進行、建築物の老朽化等に伴い、空家等が全国

的に年々増加しており、中には適切に維持管理されずに様々な問題を引き起こしている空家

等がある。こうした空家等は地域住民へ与える影響も大きいことから、空家等の対策は重要な

政策課題となっている。 

こういった状況を背景として、平成 27 年 5 月 26 日に空家等対策の推進に関する特別措

置法（以下、「空家法」という。）が全面施行され、国においても本格的な空家等対策に取り組

むこととなり、市町村が空家等の対策に取り組むための法的根拠も整備された。 

羽咋市においては平成28年3月22日に羽咋市空家等の適正管理に関する条例（以下、

「空家条例」という。）を施行し、空家等の問題に取り組んでいるところであるが、羽咋市の空家

等対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家法第４条による空家等対策計画を策定す

る。 

羽咋市空家等対策計画では、空家法の遵守と空家条例の趣旨に基づき、空家等に関する 

課題を踏まえた具体的な対策を講じ、市民の生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづく

りを推進することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の策定 
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２ 計画の位置付け                           

   

この計画は、空家法第６条の規定に基づく、本市の空家等に関する対策の総合的かつ計

画的な実施を目的とする計画であり、第６次羽咋市総合計画 基本計画を上位計画とし、他

の関連する計画と整合性を図る。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空家等対策の推進に 

関する特別措置法 

（Ｈ27.5全面施行） 

羽咋市空家等の適正管理に関する条例 

（Ｈ28.3施行） 

 

第６次羽咋市総合計画 

基本計画 

空家等対策計画 

（R5～R9） 

他の関連計画 

・羽咋市定住促進基本計画 

・まち・ひと・しごと創生総合

戦略 

・羽咋市立地適正化計画 

・その他 

空家等対策の推進に関

する基本方針（国） 

国 羽咋市 

法第 5 条に

基づき策定 

即する 

整合 

整合 

整合 整合 
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１ 住宅・土地統計調査について                           

住宅・土地統計調査は、我が国における住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の

保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにするために、5年ごとに総務省が

実施する調査である。世帯に配布する調査票及び調査員が記入する建物調査により実施す

る。 

 住宅・土地統計調査は、国勢調査のような全数調査ではなく抽出調査であることや集合住

宅の空家等を 1戸単位で集計していることから、自治体等が行う空家等現地調査の集計値と

は異なる場合がある。 

 住宅・土地統計調査の結果に基づいて、全国、石川県及び羽咋市の空家等の現状を確認

し、羽咋市の空家率等の水準や特徴を把握する。 

 

 

・「二次的住宅」 ･･･別荘など、週末や休暇時に避暑・保養などの目的で使用される住宅や 

普段住んでいる住宅とは別にたまに寝泊りする人がいる住宅 

・「賃貸用の住宅」･･･新築・中古を問わず、賃貸のために空家になっている住宅 

・「売却用の住宅」･･･新築・中古を問わず、売却のために空家になっている住宅 

・「その他の住宅」･･･人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長 

期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている 

住宅など（注：空家の区分が困難な住宅を含む。） 

 

【住宅・土地統計調査による住宅の種類】 

第２章 空家等の現状と課題 
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２ 空家等の状況                            

(１) 全国の状況  

① 空家数及び空家率の推移 

    平成 30年の全国の空家数は 849万戸、空家率は 13.6％となっており、いずれも増加

を続けている。 

 

 

② 空家等の内訳 

     平成 30年の空家等 849万戸の内訳は、貸家用の住宅が全体の 51％を占め、居 

  住世帯が長期にわたって不在であるなどのその他の住宅が 41％となっている。   

      

576

659

757

820
84911.5

12.2

13.1
13.5 13.6

0

2

4

6

8

10

12

14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

H10年 H15年 H20年 H25年 H30年

全国の空家数及び空家率の推移

空家数 空家率

（万戸）

貸家用の住宅

433万戸

51.0％

売却用の住宅

29万戸

3.6％

二次的住宅・別荘
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出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」 
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(２) 石川県の状況 

 ①  空家数及び空家率の推移 

     平成 30年の石川県の空家数は 77,800戸で空家率は 14.5％となっており、全国平 

   均の 13.6％を上回り、空家数が増加を続けている。 

 

     

    

  ② 空家等の内訳 

     平成 30年の空家等 77,800戸の内訳は、賃貸用の住宅とその他の住宅の割合が 

    約半数を占め、全国の空家等の内訳と比較すると、その他の住宅の割合が高い。 

   

63500

72700
76900

10.8

13.5

14.6 14.8 14.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

H10年 H15年 H20年 H25年 H30年

石川県の空家数及び空家率

空家数 空家率

（戸）
（％）

47600

賃貸用の住宅

36,300戸

46.8％

売却用の住宅

1,100戸

1.4％
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(３) 羽咋市の状況  

① 空家数及び空家率の推移 

    平成 30年の本市の空家等は 1,700戸で空家率は 18.1％となっており、県内平均の 

14.5％を上回っている。 

  
 

   

② 空家等の内訳 

    平成 30年の空家等は 1700戸の内訳をみると、その他の住宅が 1,230戸で 72.4％ 

   と約 7割を占め、県内平均の 48.3％と比べて非常に高い。 
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  ③ 空家等実態調査の状況 

   ③-1 平成 27年度 

     平成 27年度に羽咋市内の空家等の実態把握のために空家実態調査を実施し、平 

成 28年３月までに空家実態調査報告書を整備した。 

     調査の結果、確認できた空家等は 817戸あり、今後も人口減少等に伴い、空家等が 

増加することが予想される。 

    ア 調査概要 

      平成 27年度実施の町会による簡易空家調査結果、水道閉栓情報及び市所有の 

空家情報等をもとに、市内の空家等と思われる建築物 1,264戸を対象に外観目視に 

よる実態調査を実施した。 

    イ 調査期間 

      平成 27年 9月 8日～平成 28年 3月 25日 

    ウ 調査項目 

     ａ 空家等の基本情報（所在地、用途、構造、階数、規模、駐車場の有無等） 

     ｂ 空家等の所有者情報等 

     Ｃ 空家等の老朽化度合 

     ｄ 空家等の利活用意向 

      ｅ 地区別の空家等の件数      

地 区 空家等の戸数 地区別割合 

羽咋 237 29％ 

千里浜 68 8.3％ 

粟ノ保 52 6.4％ 

富永 53 6.5％ 

邑知 136 16.6％ 

余喜 71 8.7％ 

鹿島路 42 5.1％ 

越路野 71 8.7％ 

一ノ宮 49 6.0％ 

上甘田 38 4.7％ 

計 817 100％ 
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    ｆ 用途別の空家等の件数 

  用途 戸数 用途 戸数 

住宅 705 倉庫 3 

併用住宅 46 店舗 27 

アパート 3 納屋 8 

工場 17 病院 2 

事務所 4 旅館 2 

③-2 令和元年度 

令和元年度に羽咋市内の空家等の実態把握のために空家実態調査を実施し、デー

タベースを更新した。 

     調査の結果、確認できた空家等は 887戸あり、今後も人口減少等に伴い、空家等が 

増加することが予想される。 

    ア 調査概要 

      町会による簡易な空家調査を実施した。 

    イ 調査期間 

      令和元年８月１日～令和元年９月３０日 

    ウ 調査項目 

     ａ 空家等の基本情報（所在地、用途、構造、階数、規模、駐車場の有無等） 

     ｂ 地区別の空家等の件数      

地 区 空家等の戸数 地区別割合 

羽咋 217 24.5％ 

千里浜 77 8.6％ 

粟ノ保 60 6.8％ 

富永 51 5.7％ 

邑知 147 16.6％ 

余喜 85 9.6％ 

鹿島路 62 7.0％ 

越路野 101 11.4％ 

一ノ宮 39 4.4％ 

上甘田 48 5.4％ 

計 887 100％ 

 

③-3 令和 2年度 

羽咋市内の空家等の実態把握のために空家実態調査を実施した。利活用判定と不

良度判定を行い、本市の空き家情報バンクの登録物件の増加と老朽空家の把握につ

なげた。 



- 9 - 

 

 

ア 調査概要 

町会による空家情報および本市が保有する空家関連情報を整理し、調査対象物件

として 792 件を選定した。外観調査を実施し、その結果を基に、利活用判定と不良度

判定を行った。 

 

イ 調査期間 

令和 2年 5月 1日～令和 3年 1月 31日 

 

ウ 調査結果 

調査対象物件について外観調査を実施した。その結果、生活実態がないと認められ

た物件は 575件あり、それらについて利活用判定と不良度判定を行った。 

ａ 外観調査項目（売り貸し看板の有無、表札の有無、郵便受けの状況 外） 

ｂ 地区別の利活用判定結果 

地区 

利活用判定（件） 

合計（件） 
地区別 

割合 

Ａ
（売
却
・賃
貸
が
容
易
） 

Ｂ
（売
却
・賃
貸
の
期
待
性

あ
り
） 

Ｃ
（売
却
・賃
貸
の
期
待
性

が
低
い
） 

Ｄ
（売
却
・賃
貸
が
困
難
） 

羽咋 64 80 19 13 176 30.6% 

千里浜 24 23 11 4 62 10.8% 

粟ノ保 26 18 6 0 50 8.7% 

富永 12 17 2 3 34 5.9% 

邑知 6 32 27 11 76 13.2% 

余喜 5 24 15 2 46 8.0% 

鹿島路 9 15 4 2 30 5.2% 

越路野 3 29 9 9 50 8.7% 

一ノ宮 0 9 6 6 21 3.7% 

上甘田 3 11 12 4 30 5.2% 

合計 152 258 111 54 575 100.0% 

 

良質空家（利活用判定 Aおよび Bの物件）は、全体の 50%にあたる。 
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ｃ 地区別の不良度判定結果 

地区 

不良度判定（件） 

合計（件） 
地区別 

割合 

Ａ
（
管
理
に
特
段
問
題
が
な
く
、
現
況
の

ま
ま
利
用
可
能
） 

Ｂ
（
管
理
が
行
き
届
い
て
い
な
い
が
、
比

較
的
小
規
模
な
修
繕
で
利
用
可
能
） 

Ｃ
（
倒
壊
の
可
能
性
は
な
い
が
、
現
況
の

ま
ま
の
利
用
は
困
難
） 

Ｄ
（
倒
壊
の
可
能
性
が
あ
る
な
ど
、
現
況

の
ま
ま
の
利
用
は
不
可
能
） 

羽咋 105 60 10 1 176 30.6% 

千里浜 54 6 1 1 62 10.8% 

粟ノ保 23 23 4 0 50 8.7% 

富永 17 14 3 0 34 5.9% 

邑知 29 27 11 9 76 13.2% 

余喜 24 13 8 1 46 8.0% 

鹿島路 21 7 2 0 30 5.2% 

越路野 22 17 7 4 50 8.7% 

一ノ宮 7 5 6 3 21 3.7% 

上甘田 11 11 6 2 30 5.2% 

合計 313 183 58 21 575 100.0% 

 

管理が行き届いていない空家（利活用判定 B,C および D の物件）は、全体の 46%に

あたる。 
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④ 特定空家等の指定状況 

④-1 平成 29年度の指定状況 

    羽咋市ではこれまでに、特定空家等の判断基準により、12戸の老朽空家を特定空家 

等に認定した。 

〈内訳〉 

   ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 9戸 

   ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 2戸 

   ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 1戸 

④-2 令和元年度の指定状況 

  現在は、特定空家等 7戸が解体され特定空家等の戸数は 5戸となっている。 

   〈内訳〉 

   ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 4戸 

   ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 1戸 

④-3 令和４年度の指定状況 

  現在は、特定空家等 2戸が解体され特定空家等の戸数は 3戸となっている。 

   〈内訳〉 

   ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 3戸 
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１ 空家等に関する対策に関する基本的な方針                   

羽咋市における空家等の状況や全国的な取り組みを踏まえながら、憲法での財産権や民 

法での所有権に基づき、所有者等が適正に管理することが原則であることを念頭に置き、そ 

の上で適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解消する取り組みとして、「市

民の安全安心の確保」、「空家等の利活用促進」、「空家等の予防の推進」の３つの方針を基

本とした各種対策に取り組むこととする。 

 

(１) 市民の安全安心の確保 

空家等対策の取り組みに関する情報を市民に広く周知し、空家等の適切な管理を促す 

とともに、周辺に悪影響を及ぼす管理不全な空家等に対しては、空家法を活用した実効性 

のある改善指導を行うことにより、市民の安全で安心な暮らしを確保する。 

 

(２) 空家等の利活用促進 

空家等の利活用のための改修費等の支援による流通の促進に努めるとともに、空家等 

に関する情報提供及び相談体制の充実を図る。 

また、空家等を活用した移住定住を支援することにより、定住促進及び地域の活性化を

図る。 

 

(３) 空家等の予防の推進 

   空家等は、所有者等が自己の責任において自主的に管理することが原則であることの 

 意識を高めるための啓発や周知に努める。 

また、高齢世帯や単身世帯の住宅においては、次の世代へ円滑に継承されるよう意識 

の啓発や周知を行い空家等の発生抑制に努める。 

 

２ 計画期間                           

計画期間は、令和 5年度から令和 9年度の 5年間とし、各種施策の実施による効果や 

社会情勢等の変化等により、必要に応じて見直していくものとする。 

 

 

 

第３章 空家等対策の基本的事項 
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３ 計画の対象地区                           

空家等対策計画の対象地区は市内全域とする。 

 

４ 対象とする空家等の種類                         

空家等対策計画の対象とする空家等の種類は、空家法第２条第１項に規定された「空家 

等」とする。また、本市が所有又は管理するものも含むものとする。 

なお、地域住民の生命・身体・財産の保護及び生活環境の保全等の観点から、特定空家 

等の対策を重要課題として取組むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●特定空家等（空家法第２条第２項） 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

●空家等（空家法第２条第１項） 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされてい 

ないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含

む。）をいう。 

 ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

※常態とは、年間を通して建築物等の使用実績がないこと 
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５ 空家等の調査に関する事項                     

令和 2年度に実施した空家等実態調査を基に、空家等の管理のため、今後、定期的に 

次の調査を実施する。 

(１) 町会による空家等実態調査 

  町内の空家等の状況について、町会の協力を得て定期的な調査を実施し、データーベ

ースを更新する。 

 

(２) 市民等による情報提供 

管理不全な状態にある空家等の情報提供があった場合は、寄せられた情報を基に所有

者等の把握を行い、データーベースを更新する。 

 

(３) 立入調査 

   特定空家等に該当するかどうかを判断するため、敷地内に入って状況を観察する必要 

がある場合に実施する。 
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６ 所有者等による空家等の適切な管理の促進                    

(１) 適正管理の啓発・情報発信  

   空家等の適切な管理は、第一義的には当該空家等の所有者等の責任において行われ 

るべきものであることから、空家等の所有者等にその適切な管理を促すための広報活動を 

行うなど意識の啓発を図る。 

また、高齢世帯や単身世帯の住宅においては次の世代へ円滑に継承されるよう意識の 

啓発や周知を図る。 

 

(２) 管理不全な状態にある空家等の所有者等への助言・指導 

   適切に管理されていない空家等の所有者等に対して、文書・口頭・訪問等適切な方法 

により助言・指導を行う。 

 

(３) 窓口体制の確立 

   空家等対策窓口では、様々な空家等に関する情報提供及び相談を行い、市民サービス 

の向上に努める。 

    

(４) 各種団体等のサービスの情報提供 

空家等の管理代行、清掃、売買、賃貸、リフォーム、解体、相続、登記などに関する所 

有者等からの相談に適切に対応するため、各種団体等が行うサービスの情報提供を行う。 

    

(5) 財産管理制度の周知 

令和 3年改正民法で、土地・建物に特化した財産管理制度が創設され、令和 5年 4月 1

日に施行される。所有者不明または管理不全建物について隣地在住者等の利害関係人から

相談があった場合は、これらの制度を周知する。 

①所有者不明建物管理制度 

調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない建物について、利害関係人が

地方裁判所に申し立てることによって、その建物の管理を行う管理人を選任してもらうこと

ができるようになる。 

②管理不全建物管理制度 

所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され又は

そのおそれがある建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、そ

の建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになる。 
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７ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進               

ホームページ、チラシ等を活用して、所有者等に空家等の活用に関する情報提供に努める。 

また、空家等の活用に関して、ニーズ等の情報収集を行い、有効な手法について調査・検

討を行う。 

(１) 空き家情報バンクの充実 

   制度を広く周知していくために、チラシの配布やホームページなどを活用し、制度の周知 

  を図る。 

また、協定を締結している石川県宅地建物取引業協会との連携を深める。 

    

(２) 空家等に関する補助制度 

   羽咋市では、空家等に関する各種補助制度を導入しており、これは、空家等が放置され、  

地域住民への悪影響を及ぼすことを事前に回避する方策として導入し、空家等の有効活 

用と併せ、羽咋市への移住・定住促進や地域の活性化を図る制度としたものです。 

① 空家リフォーム再生事業による支援 

   ア 空家のリフォーム助成 

   イ 空家の購入助成 

   ウ 空家の家財道具処分助成 

   エ 空家の解体助成 

  ② 定住促進家賃補助金事業 

     空き家入居世帯への家賃補助 

  ③ 空き家情報バンク利用促進事業 

     不動産業者への仲介報奨金助成 

  ④ 空き家登録促進事業 

     町会からの働きかけにより、新たに空き家情報バンクの登録が行われた際の町会への 

交付金助成 

  ⑤ 空き家活用促進事業 

     空き家情報バンクの登録物件に入居を開始した際の町会への交付金助成 
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８ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処         

(１) 基本的な考え方 

   空家等のうち、特定空家等に該当するおそれがあるものについては、速やかな改善が求 

 められることから、早期に助言・指導を行う。 

このため、特定空家等に該当するか否かの判断にかかわらず、空家等の所有者に対し、 

除却、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる 

よう、助言・指導を行い、早期に解決が図られるように努める。 

 

(２) 特定空家等の判断基準 

空家等が特定空家等に該当するか否かを判定する基準は「『特定空家等に対する措置』 

に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」に定める内容を基本とする。 

 

(３) 緊急安全措置 

   空家等の老朽化等による倒壊等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす 

等の危険な状態が切迫していると認めるときは、条例に基づき、必要最低限の措置を講ず 

るものとする。 

 

(４) 特定空家等に対する措置の手順 

   特定空家等と認めた場合、空家法等の規定により次頁の手順で具体な措置を講ずる。 
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特定空家等に対する措置の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立入調査（市職員等） 

【法第９条】 

 

特定空家等の認定（市長） 

必要な措置の助言又は指導（市長→所有者等） 

【法第 14条第１項】 

 

必要な措置の勧告（市長→所有者等） 

【法第 14条第２項】 

 

勧告に係る措置の命令（市長→所有者等） 

【法第 14条第３項】 

 

行政代執行（市長） 

【法第 14条第９項】 

所有者等から全額費用徴収 

 

略式代執行（市長） 

【法第 14条第 10項】 

所有者等が確知できないため、

費用徴収不可 

 

所有者等を確知できない場合 

助言又は指導に係る措置

が履行されない場合 

正当な理由なく勧告の措置

が履行されない場合 

措置が履行されない場合 

拒否した場合 

→過料（20万円以下） 

違反した場合 

→過料（50万円以下） 
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９ 市民等からの空家等に関する相談への対応          

空家等の全般に関する相談窓口を産業建設部地域整備課とし、同課職員が対応する。ま

た、空家等の相談は多岐にわたることから、庁内の関係部署及び関係団体と連携し対応する。

(１) 空家等の全般に関する総合相談 

担当課：産業建設部地域整備課 

場  所：羽咋市役所 2階 

 

(２) 空き家情報バンク相談窓口 

担当課：総務部地域振興室 

場 所：羽咋市役所 2階 

 

１０ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項          

(１) 庁内連携体制 

空家等問題は、庁内の複数の部署が関係する案件があるため、関係部署がお互いの情 

報を共有し、連携して取り組むことで、早期の解決を目指す。 

    

(２) 庁内の対策組織 

命令、代執行等の実施に関しては、庁内協議において審議を行う。 

 

(３) 関係団体との連携・協力 

① 町会等との連携 

地域をよく知る町会から、空家等に関する情報提供の協力を得ることにより、正確で効 

率的な空家等の実態把握に努める。 

② 消防・警察との連携 

必要な限度において、空家等に関する情報提供を共有するなど、相互に協力し空家等 

対策の体制を築きます。 

③ その他関係団体との連携 

空家等対策の推進のため、石川県宅地建物取引業協会や石川県司法書士会と相互 

に連携を図りながら、空家等の対策に取り組む。 
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１１ その他空家等に関する対策の実施            

(１) 計画の見直し 

本計画の取組方針に基づき空家等対策を講じ、これらを踏まえ空家等の相談内容につ 

いて集計・分析し課題を洗い出し結果を検証し、必要に応じ計画の見直しを行う。 

また、計画期間中であっても、法令や国の補助制度等の改正や社会情勢の変化に合わ 

せ、随時必要な見直しを行う。 

 

(２) 他法令との連携 

空家等対策は、空家法に限らず、建築基準法、消防法、道路法等、それぞれの法律の 

目的の範囲で適正に管理されていない空家等についても、必要な措置を講じることが可能 

なこともあることから、空家等の情報について、関係部署が情報共有し、密に連携を図る。 

      

(３) 助成制度の見直し 

羽咋市における空家等の関する助成制度の改正にあたっては、空家等の特徴等を十分 

に把握し、制度の継続による効果を見極めた上で、適時、制度改定を行う。 

 

(４) 空家等対策に関する事務処理基準 

   平成 27年 11月に作成した「空家等対策の推進に関する特別措置法」に係る事務処理 

マニュアルによるものとする。 

 

 


